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・連結計算書類の 「連結株主資本等変動計算書」
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業務の適正を確保するための体制
Ｊ-オイルミルズグループは、「Joy for Life® -食で未来によろこびを-」をはじめとする企業

理念の実践により、企業価値の向上を図り、企業としての社会的責任を果たすため、Ｊ-オイ
ルミルズグループの業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）
の整備に関する基本方針を以下の通り定めます。

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① Ｊ-オイルミルズグループの企業倫理を確立して社会の信頼を得ることを目的とした
「企業倫理規程」を定め、また、当社の取締役、従業員等が遵守すべき社会的規範を定
めた「Ｊ-オイルミルズ行動規範」を定めて、当社の企業倫理を確立します。

② Ｊ-オイルミルズグループにおけるコンプライアンス活動の統括を目的として、代表取
締役社長執行役員を委員長とする経営リスク委員会を設置し、継続的な教育、研修等
の活動を通じて、コンプライアンス意識の向上および「Ｊ-オイルミルズ行動規範」の
浸透を図ります。

③ 社会規範、企業倫理に反する行為を防止・是正するために「内部通報規程」を定め、
コンプライアンス部会の事務局に通報窓口を設置するほか、社外にも通報窓口を設置
します。社内の関係部門は、通報に速やかに対処し、その結果を経営リスク委員会、
経営会議および取締役会に報告し、問題の再発防止につなげます。

④ 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長
を独立社外取締役とする「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置し、取
締役候補者の指名および取締役・執行役員の報酬の決定に係る透明性と客観性を高め
ます。

⑤ 職務執行の信頼性を確保するために、内部監査部門は、法令、定款、社内規程等の遵
守に係る全社的な内部統制の有効性評価を実施し、その結果を代表取締役社長執行役
員および監査役会に報告（ダブルレポート）するとともに、監査対象組織に対してモ
ニタリングを実施、必要な是正を対象部門に指示します。

（２）取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る重要な情報を記録する取締役会議事録、経営会議議事録、意

思決定書類、各種会議の議事録等の文書および電磁的記録は、法令および社内規則に従
い保存し、管理します。
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（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理および内部統制
システムの統括を目的として、「経営リスク委員会」およびその傘下にリスクマネジメ
ント部会を設置し、Ｊ-オイルミルズグループが直面する様々なリスクの中から、全社
経営レベルのリスクを選定・抽出し、その対応と取組みを推進します。また、サステ
ナビリティに関連する課題を事業活動に反映させることを目的として、「サステナビリ
ティ委員会」およびその傘下に課題ごとの部会を設置し、気候変動や環境、人権問題
などへの取組みを推進します。

② 重大な危機が発生した場合には、「経営リスク委員会」の指揮監督の下、必要に応じて
対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して円滑かつ
迅速に対応し、適切な解決を図ります。

③ 反社会的勢力に対しては、その要求には絶対に応じないこと、その活動・運営を助長
する取引をしないことを基本方針として、組織全体として対応するものとします。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、原則として月１回開催し、法令および定款ならびに「取締役会規則」等
に定められた重要事項を審議、決定し、取締役の職務の執行を監督します。

② 代表取締役社長執行役員の指名する者が出席する「経営会議」を原則毎月３回開催し、
取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本的事項および重要事項
に係る意思決定を行います。

③ 重要な投資・融資案件の経営会議での審議に資することを目的に、経営会議の諮問機
関として「投融資委員会」を設置し、各投融資案件の事業性、リスク・リターンの評
価、計画の妥当性などを検討の上経営会議へ報告を行います。

（５）次に掲げる体制その他のＪ-オイルミルズグループにおける業務の適正を確保するため
の体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社の統括部署は、「関係会社運営規程」に従い担当するグループ会社を監督する責任
を負い、グループ会社の取締役等の職務の執行に関して報告を求め、重要事項につい
て当社の経営会議または取締役会において決議を受けます。
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② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「経営リスク委員会」の指揮監督の下、「関係会社運営規程」に従って各グルー
プ会社が各社の重点対応リスクを抽出した上具体的対策を講じ、それに基づき行動し、
その評価を次年度に反映させるべくPDCAサイクルを回し、そしてその進捗状況を定
期的に親会社に報告することにより、グループ会社を取り巻くリスクを適切に管理す
ることに努めます。また、危機が発生した場合には、「経営リスク委員会」の指揮監督
の下、必要に応じて対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危
機に対して円滑かつ迅速に対応し、適切な解決を図ります。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（Ⅰ）業務の適正と効率性を確保するために、「関係会社運営規程」で指定した当社の規

程類を、グループ会社にも適用します。
（Ⅱ）グループ会社の経営計画および年度計画の審議や、月次ベースでの連結業績の迅

速・正確な把握を通じて、グループ会社の事業活動の健全性および効率性を確保
します。

④ 子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
（Ⅰ）当社は「関係会社運営規程」に定めるところにより、「Ｊ-オイルミルズ行動規

範」、その遵守を規定した「企業倫理規程」、監視するための経営リスク委員会等
を国内外のグループ会社にも適用し、法令および定款に適合する業務執行を確保
します。

（Ⅱ）監査役は、必要に応じて、グループ会社の稟議書およびその他の重要事項を閲覧
または謄写できます。

（Ⅲ）監査部によるグループ会社の内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を
監査します。

（６）監査役監査の実効性を確保するための体制
① 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
（Ⅰ）監査役の職務を補助するために必要なスタッフを配置する監査役室を設置します。

監査役室スタッフは監査役の指揮命令下で職務を遂行します。
（Ⅱ）監査役室スタッフの評価は常勤監査役が行い、人事異動および賞罰については、

監査役会の同意を得るものとすることで、取締役からの独立性を高め、監査役の
指示の実効性を確保します。
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② 監査役への報告に関する体制
（Ⅰ）取締役および従業員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるこ

とを発見したときは、直ちに、監査役に報告します。
（Ⅱ）監査役が、取締役会のほか重要な会議への出席や関係書類の閲覧を行うことので

きる体制を整備します。また、取締役および従業員等は、会社経営および事業運
営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果に関し、監査役に必要な事項
または監査役が要請した事項を適宜報告します。この重要事項には、コンプライ
アンスおよびリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含みます。

（Ⅲ）グループ会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受け
た者が、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき
は、直ちに、監査役に報告します。

（Ⅳ）当社監査役とグループ会社監査役は、適宜情報交換を実施します。
（Ⅴ）内部通報に関する情報はコンプライアンス部会より監査役に報告することとしま

す。
（Ⅵ）(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の報告をした者に対しては、当該報告をしたことを理由として、不利

益な取扱いをしないことを確保するための体制を整備します。
③ 監査費用の処理に係る方針
監査役の職務の執行に必要な費用を負担します。当該費用には、往査に必要な費用の
ほか、監査意見を形成するために独自の外部専門家（法律・会計・税務等）を活用す
る場合の費用を含みます。

④ その他監査役監査が実効的に行われることを確保する体制
（Ⅰ）監査役会の要請がある場合には、監査役会が法律・会計・税務等の専門家を選任

し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。
（Ⅱ）監査役は、必要に応じて、当社および当社グループ各社の各種会議、打合せ等へ

出席することができます。また、全取締役、執行役員および部長層からの業務報
告の聴取、ならびに、各事業所や関係会社への往査を実施することができます。

（Ⅲ）監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行担当取締役および
重要な従業員等から個別に職務執行状況を聴取することができます。

（Ⅳ）監査部は、監査役会に対し、定期的に内部監査の状況を報告するとともに意見交
換を行い、監査役からの要請がある場合には、監査役の監査に協力します。

（Ⅴ）監査役会は、代表取締役社長執行役員、社外取締役、会計監査人それぞれとの間
で定期的に意見交換会を開催します。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当事業年度における「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は、以下の通り

であります。

（１）コンプライアンスに関する取組み
当社グループは、「経営リスク委員会」とその傘下のコンプライアンス部会が中心と

なって「Ｊ-オイルミルズ行動規範」に基づいたコンプライアンス活動を統括しており、
グループ全従業員にハンディタイプの行動規範を配布し、イントラネット等による情報
発信や研修等を定期的に実施することで、コンプライアンス意識の向上を図っておりま
す。また、「企業倫理規程」の定めに従い社内外に公益通報の相談窓口を設置し、海外
子会社を含めた内部通報対応を行うことで、問題の早期発見と改善措置に努めておりま
す。2022年度は、コンプライアンス強化月間の設置や、全社ｅ-ラーニングの実施、懲
戒プロセスの見直しなどを行い、コンプライアンス意識の啓発に取り組みました。

（２）リスクマネジメントに関する取組み
当社グループは、経営に大きく影響を及ぼしかねない危機発生時への対応と潜在的な

リスクへの対応と低減を図るため「経営リスク委員会」とその傘下のリスクマネジメン
ト部会を中心とするリスク管理体制を整備しており、全社的に重大な経営リスクと各部
門で抽出した重要リスクについて、PDCAサイクルを回すことでリスクマネジメントを
行っております。2022年度は、重要テーマとして新型コロナウイルス対応を継続する
とともに、サイバーセキュリティや自然災害対応（BCP）に取り組み、危機管理体制の
見直しも行いました。

（３）グループ全体での内部統制に関する取組み
当社グループは、グループ全体での内部統制を強化すべく、「関係会社運営規程」に

基づいた管理を実施しております。グループ会社に対しては、当社の統括部署へ定期的
な報告を行うことを義務付けるとともに、重要案件については当社の稟議規程に基づい
た承認を得ることとしております。また、「経営リスク委員会」は、グループ会社も対
象範囲として活動しております。2022年度は、グループ会社のランク分けや統括部署
の役割の整理を行った上で、「関係会社運営規程」の改定を行い、グループガバナンス
の強化に取組みました。
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（４）監査役監査の実効性確保に関する取組み
監査役は、取締役会・経営会議・経営リスク委員会・サステナビリティ委員会等の重

要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べております。さらには、代表取締役社長執行
役員とは毎月の定例会議の実施、各取締役とは年３回の定例監査、また、必要に応じて
社外取締役とのミーティングや各部門長等からのヒアリングを実施しております。な
お、監査部とは月例ミーティングを行い監査先情報の共有を図っており、会計監査人か
らは四半期監査報告を受け意見交換を行うとともに、監査部も含めた三様監査ミーティ
ングも実施するなどして、監査の実効性を高めています。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 10,000 31,633 49,137 △812 89,958
当期変動額
剰余金の配当 △1,166 △1,166
親会社株主に帰属する
当期純利益 986 986

自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 8 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △180 8 △172
当期末残高 10,000 31,633 48,956 △804 89,785

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 3,543 369 230 31 4,175 390 94,523
当期変動額
剰余金の配当 △1,166
親会社株主に帰属する
当期純利益 986

自己株式の取得 △0
自己株式の処分 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 313 △506 101 △19 △110 23 △87

当期変動額合計 313 △506 101 △19 △110 23 △259
当期末残高 3,857 △136 331 12 4,064 413 94,263
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
Ⅰ．連結の範囲に関する事項
（１） 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社
主要な連結子会社の名称
㈱Ｊ-ＮＩＫＫＡパートナーズ

（２） 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
㈱Ｊ-若松サービス、Ｊ-ミール物流㈱

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも
連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しており
ます。

Ⅱ．持分法の適用に関する事項
（１） 持分法を適用した関連会社の数及び主要な関連会社の名称

持分法を適用した関連会社の数 ４社
持分法を適用した主要な関連会社の名称
太田油脂㈱、Premium Vegetable Oils Sdn Bhd

（２） 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
（非連結子会社）
㈱Ｊ-若松サービス、Ｊ-ミール物流㈱
（関連会社）
千葉オーシャンターミナル㈱
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持分法を適用しない理由
いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

が連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外しております。

（３） 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の事業年度に係る計算書類を

使用しております。

Ⅲ．会計方針に関する事項
（１） 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株
式等以外のもの

････････連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株
式等

････････移動平均法に基づく原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ ･･･････････時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料中の大豆、菜種、
トウモロコシ ･･････先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性低

下による簿価切下げの方法により算定）
上記以外の棚卸資産･･････月別総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性

低下による簿価切下げの方法により算定）

（２） 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は建物及び構築物が８年～50年、
機械装置及び運搬具が７年～15年であります。
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３） 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費は、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

（４） 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

（５） 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年
度負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度
負担額を計上しております。
④ 役員株式給付引当金

役員株式給付規程に基づく取締役および執行役員への当社株式の交付に備えるため、
株式給付債務の見込額を計上しております。
⑤ 環境対策引当金

有害物質の処理等の環境対策の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を
計上しております。
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（６） 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の
要件を満たしている場合は振当処理に、金利通貨スワップについては一体処理（特例処
理・振当処理）の要件を満たしている場合は一体処理によることとしております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建買掛金及び外貨建予定取引
金利通貨スワップ 外貨建借入金

③ ヘッジ方針
内規に基づき、為替変動及び市場金利の変動によるリスクを低減する目的で行ってお

ります。
④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ期間全体のキャッシュ・フロー総額をひとつの単位とみなし、各有効性判定時
点で既経過分キャッシュ・フロー総額を算定し、ヘッジ対象とヘッジ手段の各キャッシ
ュ・フロー総額の変動額を比較する方法によっております。ただし、一体処理によって
いる金利通貨スワップについては、有効性の評価を省略することとしております。

（７） 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま
す。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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（８） 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用
しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点について

は、連結注記表「【収益認識に関する注記】（２）収益を理解するための基礎となる情
報」に記載のとおりであります。

（９） のれんの償却方法及び償却期間
のれんは個別案件ごとに判断し20年以内の合理的な年数で均等償却しております。

但し、金額が僅少の場合は発生した期の損益として処理することとしております。

【会計方針の変更に関する注記】
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時
価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適
用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結計
算書類に与える影響はありません。

【会計上の見積りに関する注記】
Ⅰ．投資有価証券の評価
（１）当年度の連結計算書類に計上した金額

当社は、2019年12月にPremium Vegetable Oils Sdn Bhd（以下、PVO社）に
よる第三者割当増資の引受に伴い持分比率20%分の株式を取得した結果、持分法適用の
範囲に含めております。当連結会計年度の連結貸借対照表においては、PVO社に対す
る持分法投資残高1,227百万円が含まれており、当該残高にはのれんに配分された金額
が相対的に多額な状況であります。

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、減損の兆候を識別した場合に、のれんが帰属する資産グループについて当
該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較
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した上、減損処理の要否について判定し将来キャッシュ・フローについてはPVO社
の将来の事業計画に基づき算定しております。

② 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りに使用した主要な仮定は、PVO社の取締役会に

よって承認された事業計画の販売単価と販売数量であり、事業計画期間後については
マレーシアの物価上昇率を考慮しております。これらの仮定に基づく数値は、関連す
る業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反映し、外部情報及び内部情報の両方か
ら得られたデータを基礎としております。

③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
当連結会計年度末においてはPVO社に係る割引前将来キャッシュ・フローの総額

が帳簿価額を超過しておりますが、事業計画の販売単価と販売数量が未達の場合に
は、投資有価証券の減損処理が必要となる可能性があります。

Ⅱ．繰延税金資産の回収可能性
（１） 当年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結貸借対照表において、150百万円（繰延税金負債と相殺前の
金額は2,871百万円）を計上しております。

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計
基準適用指針第26号）に従い企業分類を判定し、将来の収益力に基づく課税所得の
見積り、及び将来減算一時差異の解消見込年度に基づき、回収可能性があると判断し
た金額を繰延税金資産に計上しております。

② 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の事業計画を基礎として課税所得を見積もっているため、主要な仮定は将来の

事業計画であり、当該事業計画の前提として、主に製品の販売価格や販売数量、並び
に原材料の仕入価格を構成する原料相場や為替相場の仮定を見積り上考慮しておりま
す。
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③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
課税所得の見積りについては将来の不確実な経済状況の影響をうけることから、実

際の業績と事業計画との乖離が生じる可能性があり、実際に発生した課税所得の時期
及び金額や将来減算一時差異の解消見込年度が見積りと異なった場合、翌連結会計年
度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

Ⅲ．棚卸資産（原材料）の評価
（１）当年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結貸借対照表においては、原材料（大豆・菜種・トウモロコシ）
31,280百万円を計上しております。

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

棚卸資産の評価について、大豆・菜種・トウモロコシの原材料の貸借対照表価額
は、先入先出法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）により算定して
おり、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却
価額をもって貸借対照表価額としております。

② 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
正味売却価額の見積りについては、主に歩留率に基づき算定した生産見込数量に見

積販売単価を乗じることによって算定しております。かかる原材料評価にあたっての
主要な仮定は、販売単価と生産見込数量に使用する歩留率であり、販売単価について
は決算日時点の見積販売単価を反映しており、歩留率については決算日以前の直近３
ヵ月の実績値に基づいて予測しております。なお、当連結会計年度において、大豆・
菜種・トウモロコシの原材料の正味売却価額は帳簿価額を上回っております。

③ 翌年度の連結計算書類に与える影響
現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行

っていますが、これらの見積りには不確実性を伴うため、販売単価の急激な変化や原
料品質悪化に伴う歩留率の低下等があった場合には、翌連結会計年度において損失が
発生する可能性があります。
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【会計上の見積りの変更に関する注記】
棚卸資産の評価
近年過去にない原料相場高騰の継続や原料油分の低下、エネルギーコスト及び物流費の

上昇、並びに日米金利差に伴う為替相場の円安基調などの外部環境の変化に対して、昨年
来、販売価格の改定を継続的に実施しており、短期間で棚卸資産の正味売却価額が著しく
変動している状況にあります。
かかる環境変化を踏まえ、より最新の情報を反映すべく、当連結会計年度の期首より、

棚卸資産のうち原材料について、正味売却価額の見積方法を過去の販売単価実績から決算
日時点の見込販売単価に基づく方法に変更しております。また、決算日時点の生産見込数
量の算定に使用する歩留率について、期末決算日以前の直近６ヵ月実績値から直近３ヵ月
実績値を基礎として算定する方法に変更しております。当該見積方法の変更は、棚卸資産
の収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に反映させることを目的とした
ものであります。
当該見積方法の変更により当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

【連結貸借対照表に関する注記】
有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 124,191百万円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
Ⅰ．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 ･･････････････････ 33,508,446 株

Ⅱ．配当に関する事項
（１） 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年６月27日
定時株主総会 普通株式 833 25.0 2022年３月31日 2022年６月28日

2022年11月８日
取締役会 普通株式 333 10.0 2022年９月30日 2022年12月２日

（２） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの

決 議 株式の
種類 配当の原資

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年５月11日
取締役会 普通株式 利益剰余金 333 10.0 2023年３月31日 2023年６月６日

【金融商品に関する注記】
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
（１） 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、主に植物油脂の製造販売事業を行うための設備資金、日々の資金
繰りによって生じる運転資金につき、必要な資金を主に銀行借入や社債発行によって
調達しております。資金調達の手法は、資金需要の性質、金融市場環境、長短バラン
ス、調達コスト、調達先の分散等を総合的に検討し、決定しております。
余剰資金が発生した場合の資金運用について、流動性に配慮しつつ、原則として元

本保証の邦貨建て金融商品にて行うこととしております。ただし、余剰資金を外貨建
負債のヘッジのために外貨建てで運用する場合は、この限りではありません。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は

行わない方針であります。
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（２） 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有
価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額
の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年内の支払期日であります。また、その

一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されて
おりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
社債及び借入金は、主に設備投資及び運転資金として必要な資金の調達を目的とし

たものであり、償還日は決算日後、最長６年後であります。このうち一部は、金利及
び為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利通貨スワップ）
を利用してヘッジする場合があります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

取引を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利及び為替の変動リスクに
対するヘッジ取引を目的とした金利通貨スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計
に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等につ
いては、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方
法」をご覧ください。また、当連結会計年度末において金利通貨スワップ取引は行っ
ておりません。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先に関する契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、取引先担当部署が営業債権を有する取引先の信用状
況を定期的に確認するとともに、与信限度額に対する日次での債権残高管理を実施し
ております。これらの取組みにより、取引先財務状況の悪化等による回収懸念の早期
把握、必要に応じた取引信用保険付保の活用による貸倒リスク軽減を図っておりま
す。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するた

めに、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される

金融資産の貸借対照表価額により表されております。
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② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変
動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、
借入金に係る支払金利及び為替の変動リスクを抑制するために、金利通貨スワップ取
引を利用することがあります。有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価
や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のも
のについては、取引先企業との関係を勘案して保有を継続的に見直しております。
デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた管理規程に基づいて行

っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループは、各社が

月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り
込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
があります。また、「Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを
示すものではありません。

（５） 信用リスクの集中
当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち16.0％が特定の大口顧

客に対するものであります。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

の通りであります。現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、
短期借入金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記
を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

（１）有価証券及び投資有価証券（※１） 6,790 6,790 －
資産計 6,790 6,790 －

（１）社債 12,000 11,968 △31
（２）長期借入金（※２） 12,240 11,811 △428

負債計 24,240 23,779 △460
デリバティブ取引（※３） (197) (197) －
（※１） 市場価格のない株式等は「(１)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品

の連結貸借対照表計上額は以下の通りです。
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 5,052百万円
（※２）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で示しております。

Ⅲ．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定対象となる資産または負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できない時価のインプットを使用して算定した時価



20

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 6,790 － － 6,790

資産計 6,790 － － 6,790
デリバティブ取引
通貨関連 － (197) － (197)
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で示しております。

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
社債 － 11,968 － 11,968
長期借入金 － 11,811 － 11,811

負債計 － 23,779 － 23,779

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
・有価証券及び投資有価証券

投資有価証券のうち、上場株式については相場価格を用いて評価しております。上場株
式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
・デリバティブ取引

デリバティブ取引については全て為替予約取引であり、為替予約の時価は取引先金融機
関から提示された価格等に基づき、為替レートといった観察可能なインプットを用いた割
引現在価値法により算定されているため、レベル２の時価に分類しております。
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・社債
当社グループの発行する社債の時価については、日本証券業協会が公表しております売

買参考統計値といった観察可能なインプットを用いて算定されているため、レベル２の時
価に分類しております。
・長期借入金

長期借入金の時価については、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッ
シュ・フローと返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法
により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(注２) デリバティブ取引関係
（１）ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものはありません。
（２）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
① 通貨関連

通貨関連 （単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ
取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 うち

１年超
時価
（※１）

原則的処理方法

為替予約取引

買掛金買建
米ドル 12,782 － △237
ユーロ 2,158 － 39

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

買掛金
買建
米ドル 7,626 － （※２）
ユーロ 548 － （※２）
合計 23,115 －

（※１）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（※２）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体となって処理されている

為にその時価は当該買掛金の時価に含めております。
② 金利関連
該当するものはありません。
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【１株当たり情報に関する注記】
（１） １株当たり純資産額 2,837.41円
（２） １株当たり当期純利益 29.82円
（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当た

り純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末株式数及び期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。当連結会計年度の当該信託が保有する当社株式の期末株式数は
264,100株、期中平均株式数は265,485株であります。

【収益認識に関する注記】
（１）収益の分解情報

収益認識の財又はサービスの種類別に分解した金額は、以下の通りであります。
（単位：百万円）

売上区分
その他 合計

油脂事業 スペシャリティ
フード事業 計

売上高
家庭用油脂 29,102 － 29,102 － 29,102

業務用油脂 126,342 － 126,342 － 126,342

ミール類 81,067 － 81,067 － 81,067

乳系ＰＢＦ － 13,522 13,522 － 13,522

食品素材 － 9,325 9,325 － 9,325

その他 － － － 1,049 1,049
顧客との契約から生じる
収益 236,513 22,847 259,361 1,049 260,410

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 236,513 22,847 259,361 1,049 260,410
前連結会計年度まで掲記していた「油脂加工品」については、当連結会計年度の期首よ

り「乳系ＰＢＦ」に区分表示を変更しております。また、「テクスチャーデザイン」及び
「ファイン」については、当連結会計年度の期首より「食品素材」に集約して掲記しており
ます。
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（２）収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、家庭用油脂製品及び業務用油脂製品、並びに油糧（ミール類）の

生産販売を中核とする油脂事業と、当社独自の油脂加工技術やアプリケーション技術
を駆使した製品開発及び販売を行うスペシャリティフード事業を主な事業内容として
おります。スペシャリティフード事業については、植物性代替食品やマーガリン等の
加工販売を行う乳系ＰＢＦ事業、トウモロコシ等を原料としたスターチ製品の加工販
売やトコフェロール並びに大豆イソフラボン等の機能性素材の加工販売を行う食品素
材事業から構成されております。
これらの製品販売については、製品出荷後の顧客への引き渡しが合理的に見込まれ

る時点で製品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該引渡予
定日時点で収益を認識しております。
製品販売から生じる収益は、販売契約における対価から販売数量又は販売金額に応

じて支払う奨励金や割戻金、並びに販売拡大を目的として支払う協賛金等について控
除して算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価については返金負債として
計上しております。当該返金負債の見積にあたっては、顧客別製品群ごとの契約達成
条件上の支払額や割戻率、並びに契約対象期間の販売実績等の主要な仮定に基づき、
最頻値法により見積計算を行っております。
製品の販売契約における対価は、顧客へ製品を引き渡した時点から主として１年以

内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高

顧客との契約から生じた債権、契約資産の残高は以下の通りであります。
（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 35,126

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 44,308

契約資産（期首残高） ―

契約資産（期末残高） ―
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② 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予

想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記
載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含ま
れていない重要な金額はありません。
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株主資本等変動計算書
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 10,000 32,393 11,324 43,717 2 149 33,391 33,542 △811 86,449
当期変動額
剰余金の配当 △1,166 △1,166 △1,166
当期純利益 569 569 569
固定資産圧縮積立金の
取崩 △20 20 － －

自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 8 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △20 △577 △597 8 △589
当期末残高 10,000 32,393 11,324 43,717 2 129 32,813 32,945 △803 85,859

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当期首残高 3,543 369 3,913 90,362
当期変動額
剰余金の配当 △1,166
当期純利益 569
固定資産圧縮積立金の
取崩 －

自己株式の取得 △0
自己株式の処分 8
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 299 △506 △207 △207

当期変動額合計 299 △506 △207 △797
当期末残高 3,842 △136 3,705 89,565
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
Ⅰ．資産の評価基準及び評価方法
（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式･･･････移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
市場価格のない株
式等以外のもの

････････決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

市場価格のない株
式等

････････移動平均法に基づく原価法

（２） デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ ･･･････････時価法

（３） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料中の大豆、菜種、
トウモロコシ ･･････先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性低下

による簿価切下げの方法により算定）
上記以外の棚卸資産･･････月別総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性低

下による簿価切下げの方法により算定）

Ⅱ．固定資産の減価償却の方法
（１） 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は建物が８年～50年、構築物が10
年～50年、機械及び装置が７年～15年であります。

（２） 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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（３） リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

Ⅲ．繰延資産の処理方法
社債発行費は、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

Ⅳ．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

Ⅴ．引当金の計上基準
（１） 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

（２） 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負

担額を計上しております。

（３） 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担

額を計上しております。

（４） 退職給付引当金
従業員の退職給付の支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上して
おります。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定

額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の

差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として計上しております（前払
年金費用は投資その他の資産の「その他」に含めて計上しております）。

（５） 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役および執行役員への当社株式の交付に備えるため、

株式給付債務の見込額を計上しております。

（６） 投資損失引当金
関係会社への投資に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して、必

要額を見積計上することとしております。

（７） 環境対策引当金
有害物質の処理等の環境対策の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる損失金

額を計上しております。

Ⅵ．ヘッジ会計の方法
（１） ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の
要件を満たしている場合は振当処理に、金利通貨スワップについては一体処理（特例処
理・振当処理）の要件を満たしている場合は一体処理によることとしております。

（２） ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建買掛金及び外貨建予定取引
金利通貨スワップ 外貨建借入金
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（３） ヘッジ方針
内規に基づき、為替変動及び市場金利の変動によるリスクを低減する目的で行ってお

ります。

（４） ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ期間全体のキャッシュ・フロー総額をひとつの単位とみなし、各有効性判定時

点で既経過分キャッシュ・フロー総額を算定し、ヘッジ対象とヘッジ手段の各キャッシ
ュ・フロー総額の変動額を比較する方法によっております。ただし、一体処理によって
いる金利通貨スワップについては、有効性の評価を省略することとしております。

Ⅶ．収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し

ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連

結注記表「【収益認識に関する注記】（２）収益を理解するための基礎となる情報」に記載
のとおりであります。

Ⅷ．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法
は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。



30

【会計方針の変更に関する注記】
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指
針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に
与える影響はありません。

【会計上の見積りに関する注記】
Ⅰ．関係会社株式の評価
（１）当年度の計算書類に計上した金額

当社は、2019年12月にPremium Vegetable Oils Sdn Bhd（以下、PVO社）によ
る第三者割当増資の引受に伴い持分比率20%分の株式を取得した結果、取得原価相当額
1,001百万円について関係会社株式として計算書類に計上しております。

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当年度の計算書類に計上した金額の算出方法

PVO社株式は市場価格のない株式であるため、当該株式の実質価額はPVO社の超過
収益力を反映して算出しております。減損処理の要否の判断については、PVO社の将
来の事業計画に基づく超過収益力の毀損による実質価額の著しい低下の有無について検
討しております。

② 当年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
PVO社に係る実質価額の算出に使用した主な仮定は、PVO社の取締役会によって承

認された事業計画の販売単価と販売数量であり、事業計画期間後についてはマレーシア
の物価上昇率を考慮して算定しております。これらの仮定に基づく数値は、外部情報及
び内部情報の両方から得られたデータを基礎としております。

③ 翌年度の計算書類に与える影響
当事業年度末においては、PVO社に係る実質価額が帳簿価額を超過しておりますが、

事業計画の販売単価と販売数量が未達の場合には、関係会社株式の減損処理が必要とな
る可能性があります。
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Ⅱ．繰延税金資産の回収可能性
（１）当年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の貸借対照表において、2,632百万円（繰延税金負債と相殺前の金額）を計
上しております。

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表「【会計上の見積りに関する注記】繰延税金資産の回収可能性」に記載した

内容と同一であります。

Ⅲ．棚卸資産（原材料）の評価
（１）当年度の計算書類に計上した金額

連結注記表「【会計上の見積りに関する注記】棚卸資産（原材料）の評価」に記載した内
容と同一であります。

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表「【会計上の見積りに関する注記】棚卸資産（原材料）の評価」に記載した内

容と同一であります。

【会計上の見積りの変更に関する注記】
棚卸資産の評価
近年過去にない原料相場高騰の継続や原料油分の低下、エネルギーコスト及び物流費の

上昇、並びに日米金利差に伴う為替相場の円安基調などの外部環境の変化に対して、昨年
来、販売価格の改定を継続的に実施しており、短時間で棚卸資産の正味売却価額が著しく
変動している状況にあります。
かかる環境変化を踏まえ、より最新の情報を反映すべく、当事業年度の期首より、棚卸

資産のうち原材料について、正味売却価額の見積方法を過去の販売単価実績から決算日時
点の見込販売単価に基づく方法に変更しております。また、決算日時点の生産見込数量の
算定に使用する歩留率について、期末決算日以前の直近６ヵ月実績値から直近３ヵ月実績
値を基礎として算定する方法に変更しております。当該見積方法の変更は、棚卸資産の収
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益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に反映させることを目的としたもの
であります。
当該見積方法の変更により当事業年度の損益に与える影響はありません。

【貸借対照表に関する注記】
Ⅰ．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 10,359百万円
短期金銭債務 5,933百万円

Ⅱ．有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 123,786百万円
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【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 70,798百万円
仕入高 18,721百万円
営業取引以外の取引による取引高 293百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末
普通株式（株） 435,132 586 4,500 431,218

（注）１．自己株式数には信託が保有する自社の株式が当事業年度期首268,600株、当事業年度末264,100株
含まれております。

２．（変動事由の概要）増加は単元未満株式の買取586株、減少は株式給付信託口からの給付による減少
4,500株であります。
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【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円
土地評価減 296
減価償却費 28
減損損失 648
有価証券評価減 96
会員権等評価減 61
貸倒引当金 36
未払金 678
未払事業税 53
賞与引当金 241
退職給付引当金 1,307
繰延ヘッジ損益 60
その他 180
繰延税金資産小計 3,690
評価性引当額 △1,058
繰延税金資産合計 2,632
繰延税金負債
土地の評価増による増加 △2,225
退職給付信託に係る益金不算入額 △414
固定資産圧縮積立金 △57
その他有価証券評価差額金 △1,605
繰延税金負債合計 △4,302
繰延税金負債の純額 △1,670
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【関連当事者との取引に関する注記】
Ⅰ．親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

種類 会社等の
名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合
（％）

関係内容 取引の内容 取引
金額 科目 期末

残高

その他
の関係
会社

味の素㈱ 東京都
中央区 79,863

食料品
等製造
その他

被所有
直接
27.2

当社製品の
販売および
原材料の
仕入

役員の兼任
１人

油脂製品の
販売

（注１,２）
49,128 売掛金 5,323

原材料の
仕入
（注２）

8,127 買掛金 2,505

主要
株主 三井物産㈱ 東京都

千代田区 342,560 総合
商社

被所有
直接
12.6

当社製品の
販売および
原材料の
仕入

油脂製品の
販売
（注２）

22,070 売掛金 3,063

原材料の
仕入
（注２）

58,163 買掛金 620

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
（注１） 一部の対象製品の販売については、味の素㈱の再販売価格と同額であります。なお、販売対価と

して0.8％のコミッションを支払っております。
（注２） 市場価格等を勘案した当社希望価格を提示し、価格交渉の上決定しております。おおむね、市場

価格通りであります。
（注３） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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Ⅱ．子会社及び関連会社等
(単位：百万円）

種類 会社等の
名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）
割合
（％）

関係内容 取引の内容 取引
金額 科目 期末

残高

子会社 ㈱Ｊ-ＮＩＫＫＡパートナーズ
東京都
中央区 20 油脂

事業
直接
100

当社製品の
販売

油脂製品の
販売
（注１）

21,198 売掛金 4,179

資金の預託
（注２） 340 預り金 2,042

受取配当金 100 －

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
（注１） 市場価格等を勘案した当社希望価格を提示し、価格交渉の上決定しております。おおむね、市場

価格通りであります。
（注２） 資金の預託による利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。ま

た、取引金額においては純額で表示しております。
（注３） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

【１株当たり情報に関する注記】
（１） １株当たり純資産額 2,707.75円
（２） １株当たり当期純利益 17.20円
（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当た

り純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末株式数及び期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。当事業年度の当該信託が保有する当社株式の期末株式数は
264,100株、期中平均株式数は265,485株であります。

【収益認識に関する注記】
連結注記表「【収益認識に関する注記】」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

おります。


